
遺 族 厚 生 年 金
❶ 配偶者※および子
（子については、18歳の誕生日の属する年度の年度
末に達していない未婚の子、または20歳未満で障
害等級が1級か2級の障害の状態にある未婚の子）

❷ 父母※

❸ 孫
（18歳の誕生日の属する年度の年度末に達してい
ない未婚の孫、または20歳未満で障害等級が1級
か2級の障害の状態にある未婚の孫）

❹ 祖父母※

※夫・父母・祖父母は55歳以上の者が遺族となります。

遺 族 基 礎 年 金
❶ 子のある配偶者
（18歳の誕生日の属する年度の年度末に達してい
ない未婚の子、または20歳未満で障害等級が1級
か2級の障害の状態にある未婚の子を持つ配偶者）

❷ 子
（18歳の誕生日の属する年度の年度末に達してい
ない未婚の子、または20歳未満で障害等級が1級
か2級の障害の状態にある未婚の子）

　遺族とは、被保険者（組合員）または被保険者（組合員）であった者の死亡の当時、その者によって
生計を維持していた者のことをいいます。
　遺族厚生年金と遺族基礎年金の遺族の範囲および年金支給の順位は次のとおりです。

遺族の範囲と年金支給の順位

遺 族 厚 生 年 金
次のいずれかに該当したときに、その者によって生
計を維持していた遺族に支給されます。
❶ 被保険者（組合員）が在職中に死亡したとき
❷ 退職後に被保険者（組合員）であった間に初診日があ
る傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき

❸ 障害等級1級または2級の障害厚生年金等の受給
権者が死亡したとき

❹ 老齢厚生年金等の受給権者または被保険者（組合
員）期間等が25年以上ある者が死亡したとき

（注）遺族厚生年金の❶❷の場合は、死亡日の属する月の
前々月までの被保険者（組合員）期間のうち、国民年金
の保険料納付済期間（厚生年金保険の被保険者期間、
共済組合の組合員期間を含む）と保険料免除期間を合
わせた期間が3分の2以上必要です。

遺 族 基 礎 年 金
次のいずれかに該当する者が死亡したときにその
者によって生計を維持していた遺族に支給されま
す。
❶ 国民年金の被保険者
❷ 国民年金の被保険者であった者で、死亡日に日本
国内に住所のある60歳以上65歳未満の者

❸ 老齢基礎年金の受給権者
❹ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

　遺族厚生年金と遺族基礎年金の支給要件は次のとおりです。

支給要件

（注1）子については、被保険者（組合員）または被保険者（組合員）であった者の死亡の当時、胎児であった子も含みます。
（注2）子に対する遺族厚生（基礎）年金は、配偶者が遺族厚生（基礎）年金を受給している間は支給が停止されます。

（注）❶、❷の者の場合は、一定の保険料の納付要件を満たし
ていることが必要です。

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

　地方公務員共済組合連合会では、ホームページに基準利率や年金現価率等に関する情報を掲載し
ています。今後、これらの率についての関連情報等を掲載していきますので、是非、ご覧ください。
　http://www.chikyoren.or.jp/（地方公務員共済組合連合会トップページ）
　トップページの、「年金払い退職給付制度」からご覧いただけます。

地方公務員共済組合連合会

当年10月に年金払い退職給付にかかる基準利率および
終身年金現価率並びに有期年金現価率の値が変わります
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